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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、企業価値の向上を通して、社会への貢献とステークホルダーの期待に応えていくために、経営の透明性と経営効率の向上を基本とした
コーポレート・ガバナンスの徹底を図っております。また、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる仕組みとして、国内外の法令遵守はもとよ

り、企業倫理に則って行動するための具体的な指針として「日新企業行動憲章」を制定し、この行動憲章に掲げたコンプライアンス活動を推進して
おります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保・測定可能な目標】

　　当社は女性活躍企業データベース（http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=1068）に公表しておりますように、2021年度から

　2024年度までに管理職に占める女性社員の比率を10％以上とする目標を立て、その達成に向けた取り組みを策定し実施しております。

　　過去３事業年度における管理職に占める女性社員の比率は次の通りです。

　　2019年度：8.1％、2020年度：8.5％、2021年度：8.5％

　　外国人・中途採用者の管理職への登用において特に制限は設けておらず、多様性の確保に努めており、特に管理職登用の目標の設定・開

　示は行っておりません。過去３事業年度における外国人並びに中途採用比率は次の通りです。

　　（外国人採用）　2019年度　2.4％、2020年度　0％、2021年度　0％

　　（中途採用） 　　2019年度　28.9％、2020年度　12.7％、2021年度　11.3％

　　従来から、多様性の確保が必要との認識から性別・国籍に関係なく採用を行ってまいりました。

　　女性社員・外国人・中途採用者の管理職への登用等中長期的な人材育成方針と社内環境整備方針については、引き続き検討を進めてまい

　ります。

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取り組み】

　　当社グループは、中長期的な企業価値の向上の観点から、2021年12月20日の取締役会決議においてサステナビリティ基本方針を制定して

　おります。同方針に則り、持続可能な社会の実現に向けて当社グループが果たすべき責任を推進していくため、2022年3月22日の取締役会決議

　において代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置致しました。また、同日発表の第7次中期経営計画「Nissin Next 7th」に

　おいても、ESG経営の推進を重点施策の一つと位置付け、取り組みを一層進めるとともに、新たに特定するマテリアリティを基に、サステナビリ

　ティ委員会のもと新設したサステナビリティ推進室が中心となってグループ全体の取り組みを推進していく予定です。

　1.人的資本や知的財産への投資等

　　当社グループは、専門性の高い人材の確保および知的財産への投資を重要な経営課題の一つと捉えています。人的資本への投資としては、

　一人ひとりの尊重と組織の活性化をテーマとして人材採用の強化と安全で働きがいのある職場づくりに取り組むとともに、人材育成・リスキリン

　グによる個の能力の最大化と人材の最適配置による組織の力の最大化を図ります。

　　知的財産への投資については、第7次中期経営計画においてDXの推進を重点施策の1つに掲げました。2021年4月に設置した物流DX推進室

　において、最先端の技術を活用したデジタルフォワーディングシステムの開発や、IoT技術を活用した国際物流の可視化に取り組んでおります。

　また、2022年4月に新規事業開発室を設置し、新規事業を創出することにより収益を拡大させることを目指しています。

　2.気候変動に係るリスクおよび収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響

　　当社グループは国際的に確立された開示の枠組みであるTCFD（気候変動関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related

　Financial Disclosures））の重要性を認識し、その枠組みに基づく開示の拡充を進めております。現在、TCFD提言の枠組みに基づく4つの項目に

　ついては、以下のように対応しております。

　　（1）ガバナンス

　　当社グループでは、気候変動リスクは重要リスクの一つであるとともに、その対応は経営上の重要課題の一つであると認識しています。気候

　変動に組織的に対応するため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ活動の一つである気候変動

　関連リスクおよび機会の識別・評価・管理を行うとともに、CO2を始めとする温室効果ガス排出量の削減等の目標設定や施策の計画、立案、

　進捗管理を行うこととしています。また、その結果については経営会議に報告するとともに、経営会議から取締役会にも報告することとしています

　。

　　（2）戦略

　　当社グループでは、気候変動を経営上の重要課題と認識し、その戦略の前提となるリスクと機会について整理を開始しました。その主な内容

　は以下になります。

　　①【リスク】

　　ⅰ移行リスク

　　　政策・法規制に関するリスクとして、事業展開国における環境規制の強化とそれに対応するための費用増、市場に関するリスクとして、消費

　　者行動の変化や物流市場の変化に対応できない場合の顧客流出リスクが考えられます。

　　ⅱ物理的リスク



　　　急性リスクとして、気候変動により生じる災害の激甚化（豪雨、洪水、台風、土砂崩れなど）に伴う従業者や保有資産、物流網などの被災

　　や、慢性リスクとして気温上昇に伴う設備の増強（庫内空調の増強、施設劣化の加速）の必要性に伴う投資・費用負担が考えられます。

　　②【機会】

　　　資源の効率性に関するものとして、エコドライブの強化、輸送効率の向上、モーダルシフトに伴う燃料関連費用負担の減少が挙げられます。

　　また、製品／サービスに関するものとして、環境配慮型物流へのニーズの高まりに伴う収益機会の増加、強靭性（レジリエンス）に関する

　　ものとして、災害時の輸送対応やBCP強化による信頼の向上と収益機会の増加が考えられます。　

　　　当社グループではグリーン経営の推進として、モーダルシフトや物流効率化の提案、施設と設備の進化、外部評価を活用した環境保全への

　　努力などの取り組みを進めてきました。

　　　今後は、リスクと機会の分析をより深めるとともに、中長期的に実施すべき戦略についても検討し、対応を進めてまいります。

　　（3）リスク管理

　　　当社グループでは、経営に重大な影響を及ぼすリスクを全社的観点で洗い出し適切な対応を行うため、リスクマネジメント規則に基づきリスク

　　管理委員会を設置しています。リスク管理委員会の委員長はリスク管理担当の役付執行委員が務め、代表取締役社長がグループのリスク

　　マネジメントの最高責任者を務めています。

　　　経営に重大な影響を及ぼす気候変動関連リスクについては、サステナビリティ委員会での評価に加え、リスク管理委員会にて全社的観点で

　　評価し、モニタリングを行います。

　　（4）指標と目標

　　　当社グループでは法令、条例、規則に基づき、該当拠点の原油換算エネルギー使用量やCO2排出量のデータを収集・分析しております。

　　またこれまでも、省エネ法への対応や、ISO14001認証取得の一環として、社内で環境目標を定め、対応してまいりました。今後は、当社グル

　　ープとしてのCO2の直接排出量、間接排出量（Scope1＋2）の把握に努めるとともに、サプライチェーン上の当社グループの活動に関連する

　　他社の排出量（Scope3）などCO2排出量把握の範囲を広げながら、その精度を高めていきたいと考えています。また、それらの数値を踏まえ

　　つつ、政府目標でもある2050年のカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、当社グループも長期的な目標を検討してまいります。

　　当社グループの環境への取り組みは、下記をご覧ください。

　　https://www.nissin-tw.com/company/csr/environment.html

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】（保有に関する方針と議決権行使基準）

１.政策保有に関する方針

　　　当社は、グループ事業における取引先との関係維持・強化、取引拡大等の観点から総合的に勘案し政策保有株式を保有しておりますが、合

　　理的意義がある場合を除き、新たな政策保有株式の取得は行わないこととしております。個別の政策保有株式について、保有目的や便益等

　　を精査し、資本効率等を踏まえた上で保有の適否を定期的に検証することとしております。

２.議決権の行使

　　　政策保有株式に関する議決権行使については、投資先企業の経営方針、戦略等を尊重の上、企業価値を毀損するおそれがないか等勘案

　　し議決権を行使することとしております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　　　当社取締役と当社との取引など会社法に定める利益相反取引については、当社取締役会規程において、取締役会決議と定めております。　

　　また、定期的に関連当事者間取引の有無や状況について報告することとし、確認をしております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　　　当社は、企業年金の積立金を適切に運用するために、人事・経理の経験豊富な人材を登用および配置するとともに、その後もその専門性を

　　高めることに努めております。また、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されることを目的とし、資産運用委員会

　　が運用委託先と連携して、適切な運用を図っており、その上で、事業主および従業員から構成される代議員会が運用をモニタリングしておりま

　　す。

【原則３－１　情報開示の充実】

　（1）経営理念と経営計画

　　　経営の基本方針については、当社ホームページへ掲載しております。

　　　また、第７次中期経営計画を策定し、当社ホームページへ掲載しております。

　（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　　上記「I1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。

　（3）取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　　　1.基本方針

　　　　　当社の取締役（監査等委員であるものを除く。以下「取締役」という。）の報酬は、固定報酬としての基本報酬と、業績向上への貢献意欲を

　　　　　高めるための変動報酬としての賞与および譲渡制限付株式報酬で構成しております。

　　　　　これらの報酬の比率は、目指す水準として、凡そ基本報酬７：変動報酬としての賞与２：株式報酬１としております。

　　　　　社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。

　　　　　監査等委員の報酬は、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から、基本報酬のみとしております。報酬額につ

　　　　　いては、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各監査等委員の役割・職務の内容等を勘案し、監査等委員の協議により

　　　　　定めております。

　　　　2.取締役の報酬の決定

　　　 　① 基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位、外部調査機関の経営者

　　　　　　 報酬調査データ等を参考に作成された原案を、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長である指名報酬委員会で審議

　　　　　　 した後、取締役会へ答申し、取締役会はその答申を尊重の上、決定することとしております。

　　　 　② 賞与については、支給額は、予め定める連結業績指標に応じた支給基準に基づき、業績達成度合いに応じて、基本月額報酬の０～



　　　　　　 ６ヶ月分の範囲で変動するものとし、一定の時期に支給することとしております。算定された賞与総額および各取締役への配分案に

　　　　　　 ついて指名報酬委員会で審議した後、取締役会へ答申し、取締役会はその答申を尊重の上、決定することとしております。

　　　 　③非金銭報酬等は株式報酬とし、当社の持続的な成長を図るための中長期的なインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値

　　　　　　共有を進めることを目的として、譲渡制限株式を付与することとしております。

　　　　3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定

　　　　　当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長社長執行役員筒井雅洋が取締役(監査等委員であるものを除く。)の

　　　　　個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の賞与の配分で

　　　　　あります。

　　　　　これらの権限を委任した理由は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は指名報酬委員会へ原案を

　　　　　諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申を尊重のうえ、決定しなければならないこと等の措置を講じているからで

　　　　　あります。

　　　　4.報酬枠

　　　　　金銭報酬枠　（2015年6月24日第106期定時株主総会決議）

　　　　　　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額：年額360百万円以内（決議した時の取締役の員数　10名）

　　　　　株式報酬枠　（2021年6月23日第112期定時株主総会決議）

　　　　　　取締役（社外取締役および監査等委員であるものを除く。）の報酬額：年額50百万円以内、年50,000株以内（決議した時の取締役の員数

　　　　　　６名）　　　　　

　（4）取締役会が取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　　　1.基本方針　　　

　　　　　当社の取締役（監査等委員であるものを除く。以下「取締役」という。）候補の指名にあたっては、取締役会の多様性を考慮しつつ、年

　　　　　齢、性別および国籍の区別なく、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えた人材を指名することを方針としております。

　　　　　社外取締役候補の指名にあたっては、上述の取締役候補の指名方針に加えて、当社が定める独立性判断基準を満たす人材を指名す

　　　　　ることを方針としております。取締役が公序良俗に反する行為を行った場合や、任務懈怠により著しく企業価値を毀損させるなど取締役

　　　　　としての資質が認められない場合には、解任提案について取締役会で決定することとしております。

　　　　　監査等委員候補の指名にあたっては、金融、財務・会計、企業経営、国際物流等に関する経験・知識、また、人格、見識など、総合的な

　　　　　観点から代表取締役が監査等委員会の同意を得た上で人事案を作成し、監査等委員の選任議案については取締役会で決議しており

　　　　　ます。

　　　　　取締役会の構成は、定数上の取締役10名以内、監査等委員4名以内としております。

　　　　　取締役候補の指名の決定にあたり、取締役会は指名報酬委員会に諮問して、その答申内容を尊重したうえで決議しております。

　（5）取締役会が上記（4）を踏まえて、取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

　　　取締役の個々の選任理由については下記のとおりとなります。

　　　　1.筒井雅洋氏は、代表取締役社長として当社グループのグローバル化を推進しております。これまでの業務執行責任者としての経験と実

　　　　　績を、当社グループの持続的企業価値向上に活かすため、取締役として選任しております。

　　　　2.渡邊淳一郎氏は、営業部門や企画、管理部門の責任者として経営に携わり、営業本部長、社長補佐として当社グループの収益力向上に

　　　　　取組んでおります。金融業界に関する知見と、これまでの当社における営業本部長としての実績をさらに高めるべく、取締役として選任し

　　　　　ております。

　　　　3.筒井昌隆氏は、通関部門や人事部門を中心に豊富な経験と知見を有し、通関業務のグローバル化への対応や人材育成の確保にも努

　　　　　めております。これまでの管理、営業部門に関する経験と、通関業務に関する見識を活かし、事業部門の収益拡大を図るべく、取締役と

　　　　　して選任しております。

　　　　4.鳥尾省治氏は、国内外で国際物流業務に携わり、中国における子会社マネジメントや豊富な実務経験を有しております。これら経験を活

　　　　　かし、さらなる営業拡大や特命事項として業務高度化の推進、旅行事業の強化等を図るべく、取締役として選任しております。

　　　　5.桒原智氏は、企画部門や管理部門を中心に豊富な経験と知見を有し、管理本部長として経営基盤の強化に努めております。これまでの

　　　　　経験と見識を活かし、さらなる経営基盤の強化を図るべく、取締役として選任しております。

　　　　6.桜井哲男氏は、豊富な海外勤務の実績と航空・海上部門を中心に当社国際物流分野における幅広い経験と知見を有しており、自動車

　　　　　関連物流の拡大に取り組んでおります。これまでの国際物流分野における経験を活かし、さらなる事業拡大を図るべく、取締役として選任

　　　　　しております。

　　　　7.藤本進氏は、長年にわたる行政官および企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。独立した立場から、これら経験

　　　　　と見識に基づいた有意義な意見を取締役会において適宜述べられており、社外取締役として選任しております。

　　　監査等委員の個々の選任理由については「II1.会社との関係(2)」に記載のとおりであります。

【原則４－１　取締役会の役割・責務】

　　　当社は、取締役会規程を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めております。また、取締役会決議に基づく「決裁権限規程」を

　　定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　　　東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とするほか、当社においても独立性判断基準を策定し、候補者を選

　　任することとしております。

【補充原則４－１１－１　取締役・監査等委員の選任に関する方針・手続】

　　　原則３－１－（４）に記載の通りであります。

　　　また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは、後記図１をご参照ください。

【補充原則４－１１－２　取締役・監査等委員の兼任状況】

　　　取締役・監査等委員が他の上場会社の役員等を兼任する場合は、事業報告の「重要な兼職の状況」に記載します。

【補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示】

　　　当社は、年に1回、取締役会の機能、運営方法等について、各取締役へアンケート調査を行い自己評価を実施し、実効性が十分に確保され

　　ていることを確認しております。

　　　また、回答結果をもとに、課題やその対応等について議論を行い、取締役会の実効性をさらに高めるために活かしております。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査等委員のトレーニング】

　　　取締役・監査等委員に対しては、会社法をはじめ時勢に適した内容の社外専門家による講習会を定期的に実施することとし、また外部講習　



　　会に参加する機会を設け、取締役としての必要な知識の習得や役割と責務の理解促進に努めることとしております。

　　　社外取締役がその機能を十分果たすことを可能とするため、その就任の際、また、就任後も継続的に、当社グループの事業・財務・組織等　

　　に関する必要な知識を習得できるよう、各社外取締役に応じた機会を提供することとしております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　　　決算説明会を毎年度２回開催し、経営陣幹部が説明しております。

　　　ＩＲ担当の経営企画部が窓口となり、関係部門と連携し電話取材やスモールミーティングへ対応しております。

　　　中期経営計画を策定・公表しており、当社ホームページにも掲載しております。内容の具体化等、株主により分かりやすい説明となるよう更　

　　なる充実に努めます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,065,900 10.41

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 986,400 4.97

株式会社三菱UFJ銀行 986,354 4.97

株式会社横浜銀行 978,175 4.93

日新商事株式会社 890,200 4.48

日本生命保険相互会社 735,252 3.70

日新社員持株会 703,116 3.54

株式会社三井住友銀行 649,770 3.27

日新共栄会 531,640 2.68

INTERACTIVE BROKERS LLC 445,500 2.24

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記のほか当社所有の自己株式446千株があります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 倉庫・運輸関連業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

藤本　進 他の会社の出身者 △

藤根　剛 他の会社の出身者 △

増田　文彦 他の会社の出身者 △

小粥　純子 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



藤本　進 　 ○

藤本進氏は、2016年6月までMS&ADイン
シュアランスグループホールディングス株
式会社の取締役を務めておりました。当
社とMS＆ADインシュアランスグループと
の間には、海上保険等の取引があります
が、その金額は軽微であります。その他の
特記すべき関係はありません。

藤本進氏は、行政官および企業経営者として
の幅広い経験と高い見識を有していることから
、同氏を社外取締役として選任しております。
同氏は、独立した立場で、経験や見識に基づ
いた客観的な視点から必要な意見を述べてい
ます。

また、同氏は、当社が定める社外取締役の独
立性判断基準を満たしていることから、一般株
主と利益相反のおそれがなく、独立性を有して
いると認識し、独立役員に指定しています。

藤根　剛 ○ ○

藤根剛氏は、株式会社横浜銀行の出身で
あります。同行は当社の主要取引銀行で
あり、かつ株主でありますが、同氏は同行
を退職されてから相当期間が経過してお
り、特別の利害関係はありません。その他
の特記すべき関係はありません。

藤根剛氏は、銀行業界を中心に幅広い経験と
経営に関する高い見識や中小企業診断士とし
ての財務に関する相当程度の知見を有してい
ることから、同氏を社外取締役として選任して
おります。同氏は、独立した立場で、経験や見
識に基づいた客観的な視点から必要な意見を
述べています。

また、同氏は、当社が定める社外取締役の独
立性判断基準を満たしていることから、一般株
主と利益相反のおそれがなく、独立性を有して
いると認識し、独立役員に指定しています。

増田　文彦 ○ ○

増田文彦氏は、神奈川臨海鉄道株式会
社に在籍しておりました。同社と当社との
間には、取引が存在しますが、その金額
は軽微であり、特別な利害関係はありま
せん。その他の特記すべき関係はありま
せん。

増田文彦氏は、港湾行政を中心に幅広い経験
と見識を有していることから、同氏を社外取締
役として選任しています。同氏は、独立した立
場で、経験や見識に基づいた客観的な視点か
ら必要な意見を述べています。

また、同氏は、当社が定める社外取締役の独
立性判断基準を満たしていることから、一般株
主と利益相反のおそれがなく、独立性を有して
いると認識し、独立役員に指定しています。

小粥　純子 ○ ○

小粥純子氏は、中央新光監査法人および
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任
監査法人）に在籍した経歴がありますが、
当社と両監査法人との間に取引はなく、
特別な利害関係はございません。

小粥純子氏は、社外役員という立場以外で企
業経営に関与された経験はありませんが、公
認会計士および税理士として企業会計・税務に
精通しており、財務および会計に関する幅広い
知見と豊富な経験を有していることから、同氏
を社外取締役として選任しております。

また、同氏は、当社が定める社外取締役の独
立性判断基準を満たしていることから、一般株
主と利益相反のおそれがなく、独立性を有して
いると認識し、独立役員に指定しています。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　内部監査部門である監査室所属員が監査等委員会の職務の補助を兼務しており、監査室所属の使用人の職務は、組織及び組織単位の業務
分掌を定める規程に定め、監査等委員会の指示に従う体制を確保しております。

　また、当該使用人の任命、異動等の取扱いについては、監査等委員会に事前に協議のうえ決定することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査人と定期及び必要に応じて会合を持ち、会計監査の計画及び結果等について報告を受け、情報・意見交換を行って
おります。



　また、監査等委員会は、内部監査を行う監査室と定期及び必要に応じて会合を持ち、内部監査方針や監査計画及び監査結果等について報告を
受け、情報・意見交換を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 3 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 3 4 0 0
社外取
締役

補足説明

　取締役（監査等委員であるものを除く。）の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の
独立性、客観性と説明責任を強化し、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を目的とし、2020年10月19日に取締役会の
諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置いたしました。

　同委員会では、取締役会の諮問に応じて、取締役（監査等委員であるものを除く。）の選任・解任、執行役員の昇任・降任、社外取締役の独立性
基準、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとしております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を満たす社外役員全てを独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

【譲渡制限付株式報酬制度の導入】

　当社は、取締役（社外取締役および監査等委員であるものを除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

【業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針】

　【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則３－１．情報開示の充実】（3）取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての

方針と手続きに記載のとおりです。

【業績連動報酬に係る指標、業績連動報酬を選択した理由及び業績連動報酬の額の決定方法】

　事業年度毎の会社業績向上に対する意識を高めるため、業績連動報酬として取締役（社外取締役および監査等委員を除く。）に対し賞与を支給
しております。

　賞与額算定の基礎として選定した業績指標の内容は、当社連結業績における営業利益等から算出したEBITDAとしております。

　業績指標としてEBITDAを選定した理由は、会計基準や設備投資の多寡等に左右されず、当社事業そのものの利益およびキャッシュフローの水
準を判断することができるためです。

　賞与支給額の算定方法は、過去の業績実績に基づくEBITDAを基準とし、その基準値に対する、前事業年度におけるEBITDAの達成比率に応じ
て算定された額を賞与として、毎年一定の時期に支給することとしております。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2022年3月期事業報告記載の役員報酬額

取締役（監査等委員であるものを除く。） 8名 基本報酬154百万円、業績連動報酬等68百万円、非金銭報酬等13百万円

（うち社外取締役 1名　基本報酬7百万円）

取締役（監査等委員） 4名　基本報酬35百万円（うち社外取締役 4名　基本報酬35百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則３－１．情報開示の充実】（3）取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての

方針と手続きに記載のとおりです。

【社外取締役のサポート体制】

　取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務部から社外取締役に資料を事前配付し、必要に応じて議案の説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役及び取締役会

取締役は、有価証券報告書提出日現在、取締役（監査等委員であるものを除く。）７名、監査等委員３名であります。取締役会は、毎月１回定期的
に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を
監督しております。

２．監査等委員及び監査等委員会

当社の監査等委員会は、藤根剛氏を監査等委員長とし、藤根剛氏、増田文彦氏、小粥純子氏の３名で構成されております。各氏は社外取締役で
あり、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席や稟議書の閲覧等を通じ、取締役及び使用人から事業に係る報告を受け、意思決定や業務
執行の監査・監督を行っております。

監査等委員会の監査の実効性を高め、情報収集その他内部監査部門との連携強化を目的に、藤根剛氏を常勤の監査等委員として選定しており
ます。

３．指名報酬委員会

当社の指名報酬委員会は、社内取締役３名と社外取締役４名で構成し、取締役会の諮問に応じて、取締役（監査等委員であるものを除く。）の選
任・解任、執行役員の昇任・降任、社外取締役の独立性基準、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等に関する事項について審議し、取
締役会に対して答申を行うものとしております。

４．経営会議

経営会議は、代表権のある取締役と役付執行役員をもって構成し、毎週１回開催しており、重要案件に関する事前審議と取締役会の決議を要し
ない重要事項について決議をしております。



５．コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし全社的な法令遵守を推進し、違反を未然に防止するために、適宜開催しております。

６．内部統制評価委員会

内部統制評価委員会は、社長を委員長とし、代表権のある取締役と役付執行役員で構成し、2021年度は６回開催し、内部統制報告制度に関わる
重要事項について審議を行いました。なお、内部統制評価委員会は内部統制の不備が発見された場合は、これらの是正措置及び内部統制に関
わるその他の重要な事項について、取締役会に報告する体制をとっております。

７．サステナビリティ委員会

サステナビリティ委員会は、社長を委員長とし、委員長が指名する委員で構成し、経営会議の諮問機関としてサステナビリティの重要課題に対して
、課題解決に向けた目標の設定、進捗管理を行い、経営会議に答申を行うものとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実の観点から、自ら業務執行を行わない社外取締役の機能を活
用することで、中長期的な企業価値の向上を図るべく、監査等委員会設置会社を選択しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2022年の第113期株主総会においては、総会前日から16日前である6月7日（火）に発送し
ました。

集中日を回避した株主総会の設定 2022年第113期株主総会は6月23日（木）に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット等による議決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してお
ります。

招集通知（要約）の英文での提供
狭義の招集通知及び株主総会参考資料の英文を作成し、当社ホームページ、東京証券
取引所ホームページ及び機関投資家向け議決権行使プラットフォームへ掲載しておりま
す。

その他 2022年第113期定時株主総会において、インターネットによるライブ配信を実施しました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

毎年2回5月と11月にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催し、代表取
締役社長から内容の説明および質疑応答を行っております。

2021年11月、2022年5月に実施した説明会は新型コロナウイルス感染症対策
としてオンラインで開催、それぞれ50名、41名にご参加いただきました。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、有価証券報告書・四半期報告書、事業報告書、決算説明会資料、
およびアーカイブ動画などを掲載しております。

https://www.nissin-tw.com/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部広報・IR課、総務部総務課

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況



補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

「環境方針」を定め、環境負荷低減活動に取り組んでいます。

https://www.nissin-tw.com/company/csr/environment.html

また、当社のCSRに関する取り組みをまとめた「CSRレポート」を発行しております。

https://www.nissin-tw.com/ir/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「日新企業行動憲章」にて、顧客、取引先、株主、従業員などのステークホルダーに対し積
極的かつ公正な情報開示を行う旨を定めております。

https://www.nissin-tw.com/company/about/charter.html

その他
社外取締役として女性役員を1名登用しております。

また、女性活躍推進法に基づく行動計画を策定・公表しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、役職員の適正な職務執行及び会社業務の適正を確保するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり制定しており
ます。

１ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役及び使用人は、公正な企業活動を推進するために、その基本方針や具体的推進策を定めた企業行動憲章及びコンプライアンス関連諸
規則を遵守するとともに、研修や社内掲示などを通じて、コンプライアンスに関する啓発・教育を行う。

　また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会により、コンプライアンス活動の実践に努めるとともに、内部通報制度を整備し不正行為等の
早期発見と是正に努め、コンプライアンス経営をより一層強化する。

　監査室は内部監査基本計画に基づき、コンプライアンスや職務執行状況の監査を実施し、内部監査の結果を社長、取締役会及び監査等委員会
に報告する。

　また、財務報告の信頼性を確保するために内部統制評価委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の有効性を評価し状況を
把握する。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に関する重要事項については、稟議規程及び取締役会規程等の関連規程に基づき稟議書、議事録等を作成し、文書取扱
規程により適正な保存及び管理を行うものとする。

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　コンプライアンスに係るリスク、信用・法務リスク、オペレーショナル・リスクや環境及び品質に係るリスクなどの経営に重大な影響を及ぼすリスク
を全社的観点より洗い出し適切な対応を図るため、リスクマネジメント規則に基づきリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の構築及び運用を
行う。自然災害等の緊急事態に対しては、安全確保と顧客貨物の保全及び会社財産の損害を最小限に抑え事業活動を早期に復旧させることを
目的として、危機管理規程に基づき対応する。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　業務を組織的かつ効率的に運営することを目的とし、役職員の職務分掌及び責任権限規程を定める。また、組織及び組織単位の業務分掌を定
める規程により、経営組織及び組織単位を明確にするとともに、各組織の所管や担当業務の分掌を定める。

取締役の職務執行の効率性を向上させるため、決裁権限規程に基づき、稟議書等により所定の承認を行うほか、重要事項については経営会議
で審議したうえで取締役会に諮る。

　取締役会を原則月１回開催し、取締役会規程に定められた付議基準に基づき、重要な業務執行を決定する。取締役会において中期経営計画及
び各年度予算を決議し、各部門が管轄する具体的な施策及び効率的な業務執行体制を決定するとともに、目標達成に向けた進捗管理を行い、そ
の状況は各部門より、定期的に取締役会へ報告させることとしている。

　内部統制の強化と業務品質向上のため、業務を指導する専任部署を設置し、グループ会社も含め、改善に取り組む支援体制を構築する。

５ 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　イ）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　　当社は、子会社に業務執行、財務状況その他重要な情報について関係会社管理規程及び日新グループ会計方針に基づき、当社への事前　

　　　協議や報告を義務づけている。

　ロ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　当社は、子会社のリスクについて年度毎にリスク報告書の提出を求め、リスクマネジメント規則に基づきリスク管理体制を構築しリスクの管

　　　理を行うとともに、関係会社管理規程に基づく協議・報告や「コンプライアンス・マニュアル」により情報の共有化を図る。また、緊急事態発生　

　　　時の子会社との連携・対処について危機管理規程により定める。

　ハ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　当社は、子会社の効率的な業務執行のため関係会社管理規程にて責任権限を定めるとともに、年度予算等承認された事業計画の執行状

　　　況を定期的に取締役会に報告する。

　ニ）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　　当社は、子会社に企業行動憲章の周知や「コンプライアンス・マニュアル」の整備を求め啓蒙を図る。

　　　また、子会社内部監査を実施し、結果を子会社に通知するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。

６ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

　内部監査部門として監査室を置き、当室の所属員は監査等委員会の職務の補助を兼務する。

７ ６の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査室所属の使用人の任命、異動等の取扱いについては監査等委員会と事前に協議のうえ決定する。



８ ６の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査室所属の使用人の職務は、組織及び組織単位の業務分掌を定める規程に定め、監査等委員会の指示に従う体制を確保する。

９ 監査等委員会への報告に関する体制

　イ）取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

　　　取締役及び使用人は、監査等委員会より事業に係る報告を求められた場合はすみやかに報告を行うものとする。また、当社に著しい損害を

　　　及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告を行うものとする。社内及び社外に設置しているヘルプデスクな

　　　どへの法令違反行為等に係る通報または相談に関し、重要なものは監査等委員会に報告する。監査室は内部監査についての情報を定期

　　　的に監査等委員会に報告する。

　ロ）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

　　　社内及び社外に設置している関係会社ヘルプデスクなどへの法令違反行為等に係る通報または相談に関し、重要なものは監査等委員会に

　　　報告する。監査室は子会社内部監査についての結果を監査等委員会に報告する。

10 ９の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　子会社を含め取締役、監査役および使用人がヘルプデスクへの通報または相談を理由に不利益な取扱いを受けない旨を内部通報取扱規則等
に規定している。

11 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る

方針に関する事項

　監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用は会
社が負担するものとする。

12 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社は、監査等委員会が会計監査人より定期的に監査の状況報告を受けるとともに、監査室と緊密な連携を保ち内部監査についての情報を活
用した監査が実効的に行われる体制を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　企業行動憲章では、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体には、断固たる行動をとる旨定め、一切の関係を遮断する
ことを「コンプライアンス・マニュアル」により役職員に周知する。

　また、これらの勢力及び団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し毅然と対応する。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

（1）適時開示に係る機関

　　当社の取締役会は10名で構成されており、毎月1回定例的に開催しております。この他、毎週1回、役付執行役員で構成する経営会議を開催

　　しており、経営意思決定の迅速化、タイムリーな業務執行の実現に努めております。

（2）重要事実の把握・管理および会社情報の適時開示

　　重要事実の把握・管理および会社情報の適時開示は、総務部、経営企画部、経理部を中心に行っております。決定事実に関する情報につい

　　ては、情報取扱責任者である総務部長が取締役会事務局として出席しており、上記（1）における意思決定の後、証券取引所の適時開示規則

　　に基づき速やかに開示を行っております。また、重要な発生事実に関する情報については、社内規程により、各部室から総務部長への届出

　　の後、管理部門担当役員へ情報が報告され、同適時開示規則に基づき、速やかに開示することとなっております。

（3）子会社・関連会社の情報

　　子会社・関連会社の情報につきましては、重要事実の決定・発生ののち速やかに、事業戦略部を通じて情報が伝達され、同適時開示規則に

　　基づき、速やかに開示することとなっております。





図１　各取締役のスキル・マトリックス

【取締役会の構成（スキル・マトリックス）】

企業経営 営業・事業戦略 財務・会計 グローバル 行政・研究機関
人事・労務・
人材開発

法務・
コンプライアンス

IT

筒井 雅洋
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員

― ● ● ● ● ●

渡邊 淳一郎
代 表 取 締 役
専 務 執 行 役 員

― ● ● ●

筒井 昌隆
取 締 役
専 務 執 行 役 員

― ● ●

鳥尾 省治
取 締 役
常 務 執 行 役 員

― ● ● ●

桒原 智
取 締 役
常 務 執 行 役 員

― ● ● ● ●

桜井 哲男
取 締 役
常 務 執 行 役 員

― ● ●

藤本 進 取 締 役 社外・独立 ● ● ●

藤根 剛
取 締 役
（監査等委員）

社外・独立 ● ● ●

増田 文彦
取 締 役
（監査等委員）

社外・独立 ● ● ●

小粥 純子
取 締 役
（監査等委員）

社外・独立 ● ● ● ●

※ 上記一覧表は、各人の有するすべての知見・経験を表すものではありません。

氏名 地位 属性
専門性と知識・経験

　当社取締役会は、多様性に考慮しつつ、年齢、性別および国籍の区別なく、知識・経験・能力を全体としてバランスよく備えた社内取締役と、以上に加え当
社が定める独立性判断基準を満たす社外取締役から構成されております。
　当社の取締役の主な経験と専門性、期待される役割については、下表のとおりです。
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